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普
天
間
飛
行
場
の
辺
野
古
移
設
に
伴
う
公
有
水
面
埋
め
立
て
に
関
す
る
質
問
主
意
書

野
田
内
閣
は
、
い
わ
ゆ
る
日
米
合
意
に
基
づ
き
、
普
天
間
飛
行
場
の
辺
野
古
移
設
を
強
行
せ
ん
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え

で
、
普
天
間
飛
行
場
の
辺
野
古
移
設
を
前
提
と
し
た
環
境
影
響
評
価
「
評
価
書
」
（
以
下
、
「
評
価
書
」
と
い
う
）
を
年
内
に

も
沖
縄
県
へ
提
出
す
る
準
備
を
進
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

去
る
十
一
月
二
十
八
日
、
田
中
聡
前
沖
縄
防
衛
局
長
に
よ
る
沖
縄
県
民
を
侮
辱
し
、
尊
厳
と
人
権
を
否
定
す
る
「
犯
す
」
発

言
が
発
覚
し
た
。
一
川
保
夫
防
衛
大
臣
は
同
局
長
を
更
迭
し
た
も
の
の
、
何
ら
の
具
体
的
な
「
処
分
」
が
一
切
な
い
ま
ま
に
、

野
田
佳
彦
総
理
を
は
じ
め
一
川
防
衛
大
臣
ら
関
係
閣
僚
は
、
「
評
価
書
」
の
年
内
提
出
を
公
言
し
て
憚
ら
な
い
。
私
は
、
係
る

野
田
内
閣
の
姿
勢
を
厳
し
く
糾
弾
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
普
天
間
飛
行
場
の
辺
野
古
移
設
に
伴
う
公
有
水
面
の
埋
め
立
て
に
つ
い
て
は
、
国
会
論
議
に
お
け
る
政
府
答
弁
や
マ

ス
コ
ミ
報
道
を
通
じ
て
、
必
ず
し
も
詳
細
か
つ
正
確
な
情
報
が
得
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
よ
っ
て
、
論
点
や
問
題
点
を

明
ら
か
に
す
る
意
味
で
関
係
法
令
の
解
釈
、
判
例
、
実
務
の
取
り
扱
い
等
に
つ
い
て
質
し
た
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

普
天
間
飛
行
場
の
辺
野
古
移
設
に
伴
う
公
有
水
面
埋
め
立
て
は
、
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
四
月
九
日
法
律
第
五
十

一



七
号
）
に
基
づ
く
埋
め
立
て
「
免
許
」
出
願
に
よ
ら
ず
、
同
法
第
四
十
二
条
の
国
が
行
う
埋
め
立
て
の
特
例
に
基
づ
き
、
都

道
府
県
知
事
の
「
承
認
」
を
受
け
る
も
の
と
理
解
す
る
が
確
か
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

公
有
水
面
埋
立
法
第
四
十
二
条
に
よ
れ
ば
、
国
に
お
い
て
埋
め
立
て
を
行
お
う
と
す
る
時
、
当
該
官
庁
は
都
道
府
県
知
事

の
「
承
認
」
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
「
不
承
認
」
の
場
合
に
、
国
は
不
服
申
し
立
て
手
続
き
や
訴
訟
提
起
な

ど
一
切
で
き
な
い
と
理
解
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

公
有
水
面
埋
立
法
第
四
十
二
条
に
基
づ
く
国
に
よ
る
公
有
水
面
埋
め
立
て
申
請
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
「
不
承

認
」
と
し
た
場
合
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
五
月
十
六
日
法
律
第
百
三
十
九
号
）
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和

三
十
七
年
九
月
十
五
日
法
律
第
百
六
十
号
）
、
行
政
代
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
五
月
十
五
日
法
律
第
四
十
三
号
）
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）
な
ど
の
各
法
律
に
基
づ
き
、
公
有
水
面
埋
め
立
て
を
申
請
し
た

国
が
「
不
承
認
」
の
判
断
を
し
た
都
道
府
県
知
事
を
相
手
に
何
ら
か
の
不
服
申
し
立
て
手
続
き
、
訴
訟
を
提
起
す
る
手
段
は

あ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
法
お
よ
び
条
文
を
示
し
た
う
え
で
、
政
府
が
当

該
条
文
を
適
用
可
能
と
解
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

政
府
は
、
公
有
水
面
埋
立
法
第
四
十
二
条
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
の
公
有
水
面
埋
め
立
て
「
承
認
」
権
限
は
く
奪
を
目

二



的
と
し
た
特
別
措
置
法
（
以
下
、
特
別
措
置
法
と
い
う
）
の
制
定
に
つ
い
て
、
「
特
別
措
置
法
を
制
定
す
る
こ
と
は
念
頭
に

置
い
て
い
な
い
」
等
の
国
会
答
弁
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
特
別
措
置
法
を
制
定
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
公
有
水
面
埋
立
法
第
四
十
二
条
を
改
正
し
て
、
国
が
都
道
府
県
知
事
か
ら
埋
め
立
て
権
限
を
は
く
奪
す
る
こ
と
も
な

い
と
理
解
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


